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第２２回 国立市介護保険運営協議会 

平成２７年１月１３日（火） 

 

 

【林会長】 

 こんばんは。定刻となりましたので、第２２回国立市介護保険運営協議会を始めたい

と思います。 

 本日の議題は、第６期事業計画の素案についてと、その他の２つであります。 

 最初の議題は、第６期事業計画の素案についてです。私たちが現在まで策定に取り組

んできた第６期事業計画ですが、これまでの議論を踏まえて計画の素案を作成したいと

思います。 

 パブリックコメントをこれまで第５期までの事業計画のときにはやっていなかったん

ですが、いずれの市でもやるということになったようでして、パブリックコメントを行

いたいと思いますので、これについては後ほど事務局からも説明をしていただきたいと

思います。 

 ですから、素案についてと、それからパブリックコメントの進め方について、事務局

より説明をお願いいたします。 

【事務局】 

 それでは、お手元に配付させていただきました、資料№９３、第６期国立市介護保険

事業計画素案をごらんください。 

 今回、従来は市民向けの説明会を中心に、事業計画の概要につきまして、市民に向け

たＰＲを行ってまいりましたが、今までも行っておりました、こういった説明会がなか

なか市民の方に参加していただける機会がございませんでして、実際に行っても全くい

らっしゃらない回があったりとか、せっかく市民の方が来ていただいても１名、２名だ

ったこともございまして、そちらの市民向けの説明会も行うことは予定しておりますけ

れども、インターネットを使ったパブリックコメントという形式の対外的なＰＲのほう

もしていきたいと考えまして、そのために介護保険事業計画そのものの形ではなくて、

簡単な説明文を施した素案として事業計画素案をインターネット上で公開して、広く意

見を集めるということを行いたいということで、今回この素案を作成させていただきま

した。 

 お手元に配らせていただいたものの中で、細かい数値がまだ入れられていない部分も

ございます。これはほかの参考資料等として、新聞報道は置きましたけれども、介護保

険の報酬改定等がまだ、この素案をつくった段階では反映させることができていなかっ

たので、この後計算をして入れていくといった構成を考えております。 

 具体的な日程としては、１月中にはパブリックコメントを実施して、事業計画の答申

に反映させたいということでございまして、こちらの素案につきまして、これから説明

させていただくんですが、皆様のご意見を頂戴できればと思います。 

 まず、１ページめくっていただきまして、第１部として、第６期計画策定に向けた基

本的考え、先日、１２月の運協で皆様にごらんいただいた章立てをそのまま使って、そ

こに内容を差し込んでいくといった形で、今回この素案をつくらせていただいておりま

す。 

 そして、第１章として、計画策定の趣旨と枠組みということを挙げております。まず、

計画策定の背景と目的というところで、介護保険事業計画、それから、これは法律で定

められているんですが、市町村で定める老人福祉計画、こちらを一体的に策定しなけれ
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ばならないと介護保険法に規定されておりますので、そのことについて触れております。

そして、その下のところで、この計画は団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年度を

見据え、来たるべき少子高齢化社会に対応するために策定すると述べております。そし

て、この計画の位置づけとしては、地域包括ケアシステムを構築するための地域包括ケ

ア計画として策定するという位置づけを述べております。 

 計画期間につきましては、従来と同様、３カ年となっておりますので、平成２７年度

から２９年度までという計画期間をうたっております。そして、計画づくりの体制とし

ては、介護保険条例に基づいた介護保険運営協議会を設置し、その中で計画の策定を行

っていくということをここで説明しております。 

 そして、第２章として、基本的な考え方。こちらは、まず、１番としての平成３７年

度、２０２５年度の将来像というものを規定しております。現況からの推計による

３７年度の数値というのを書いてございます。これも今回の制度改正によって、第６期

の事業計画には２０２５年度の給付水準等を試算して盛り込むとなっておりますので、

そこのところの部分の記述でございます。現在の試算では、平成３７年度の標準給付費

は６６億５,０００万円以上という計算が出ています。これに基づく保険料の基準月額

は８,５００円程度という金額になっているということを書いております。 

 次に、国立市の地域包括ケアシステムについての基本的な部分でございます。国立市

の地域包括ケアシステムは、できるだけ長く在宅生活を継続するための施策として、

２４時間３６５日安心安全な見守り体制を目指すということをうたっております。 

 そして、介護保険事業についての基本的な理念と基本原則ということなんですが、こ

ちらは介護保険法の第１条、第２条及び第４条を基本理念、基本原則としてうたうと規

定しております。ここのところは法律の条文をそのまま使っておりますので、また後ほ

どごらんいただければと思います。 

 ページをめくっていただきまして、第２部として、地域包括ケアシステムの現状と平

成３７年、２０２５年に向けた課題と施策というタイトルになっております。そして第

１章として、国立市の地域包括ケアシステムの現状と課題ということで、まず、国立市

における高齢者の状況というのを、これは今までの事業計画でも触れてきた高齢化率等

の統計数値、そして、そこから導き出される人口の推計等を提示させていただいており

ます。 

 その後、統計数値のグラフがずっと続いておりますので、グラフのところの説明は割

愛させていただきまして、途中の６ページのところに要介護認定者についてということ

で、今現在の認定者数が３,０５６人であること、それから、今後の見込みとして増加

傾向の見込みがあるというところを触れております。これは要介護認定率についても増

加の傾向にあるというところを示しております。 

 また、資料をずっとめくっていただきまして、グラフのところは飛び越しまして、

１１ページ、２番として、国立市の地域包括ケアを支える施策の現状と課題というとこ

ろをごらんください。まず、今回私たちが取り組んでまいりました、第６期の介護保険

事業計画といいますのは、今現在進行中の第５期事業計画で、地域包括ケアシステムの

構築を取り組み始めたところでございますけれども、第６期では、第５期において構築

に取り組み始めた地域包括ケアシステムの実現のための取り組みを承継していくと、継

承発展させていくという位置づけを述べております。 

 現状ということで、第５期においての取り組みとして、地域包括支援センターの機能

の強化、それから在宅療養推進事業というところで、在宅療養の新体制づくりや認知症

の方と、その家族の方を支援する仕組みづくりに取り組んだというところを述べており
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ます。そして、その中で見えてきた課題としては、第６期の課題として、効果的な介護

予防の実現、そして、中重度の方の地域でのケア、そして、認知症の方が地域で可能な

限り安心して過ごせる支援体制の構築といったことが課題として見えてきたということ

が挙げられます。 

 これらの課題に対して、介護予防については、生活支援事業と並行しながらの参加型

の予防事業を、地域支援事業への移行の中で行うということ、そして、中重度の方のケ

ア体制については、多疾患に対応した医療と介護の連携システムといったことが必要に

なるということ、そして、認知症の方の支援体制につきましては高齢者世帯、いわゆる

老老介護であること、あるいは、単独世帯、独居であることといった条件を前提として

も成立するような認知症の方を支援する施策の体系の構築、現在は認知症ケアウェイと

言っているわけですけれども、そういった施策の体系の構築に取り組むということを挙

げております。 

 そして、地域包括ケアシステムの構築に向けた施策と進みます。日常生活圏域と介護

基盤整備圏域の設定ということで、一般には中学校区単位ということで設定をされてい

る日常生活圏域ではございますけれども、国立市では、従来国立市全域を１圏域として

まいりましたので、それをそのまま踏襲していくということを挙げております。在宅医

療・介護連携の推進ということで、これまでの国立市の在宅療養推進連絡協議会の活動

について触れて、これをまた推進していくということでございます。 

 そして、認知症施策の推進、こちらのほうも、細かい描写はしていないんですけれど

も、認知症を発症した高齢者に対する支援策を推進して、先ほども申し上げたようなケ

アウェイについて策定をしていくということを取り上げております。 

 ４番目として、「介護予防・日常生活支援総合事業」実施主体の質と量の確保とあり

まして、いわゆる新しい総合事業というところなんですけれども、この総合事業では生

活支援事業の充実、高齢者の社会参加、支え合い体制づくりを基本として、予防の推進、

自立支援に向けたサービスの推進を基本に事業を実施するという旨を述べております。 

 また、具体的な実施主体については、訪問型サービスにおける現行の訪問介護員によ

るサービスによるほか、多様な主体による支援体制の構築に取り組むということを挙げ

ております。そして、通所型サービスにつきましては、要支援者に対する機能訓練や、

通いの場などの支援を提供する体制構築に取り組むということを挙げております。これ

は今までの運協の中で新しい総合事業について議論してきたことを受けて書いておりま

す。 

 そして、生活支援コーディネーターと協議体の設置、こちらのほうは、新総合事業を

整備するために設置されるコーディネーターと、そのコーディネーターを含めて多様な

サービスの提供主体が参画する協議体の設置ということをうたっております。コーディ

ネーターにつきましては、国立市のあまり大きくない市だというところ、それから、市

内で各地域における課題とか特別な傾向があまりうかがえないというところを酌みまし

て、地域性を鑑み、第１層、第２層ともに市内全域を対象とする生活支援コーディネー

ターを設置しますということをうたっております。 

 １枚めくっていただきまして、１３ページ目、高齢者の住まいについて、新たな住ま

いとして市内に整備されつつあるサービスつき高齢者向け住宅の運営のあり方について、

また市としてその運営にどのようにかかわっていけるのかを検討していきますというこ

とをうたっております。また、市内における空き家の増加の見込みがあり、その活用に

ついても検討していきますということを挙げております。 

 次に、地域ケア会議、これは医療、介護、行政等の多職種が共同して、個別課題の発
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見、検討、解決を通じて情報を蓄積することで地域支援の充実と基盤整備、そして地域

包括ケアシステムの実現を図っていくといった地域ケア会議を実施してまいりますとい

うことをうたっております。 

 そして、８番目として地域づくり・ネットワークの推進、新総合事業の多様な担い手

としての事業体を育成、そして、その連携による新たなネットワークの推進に取り組み

ますということを挙げております。そして、効果的なケアマネジメントとして、市内の

高齢者の介護予防、自立支援の観点に立ったケアマネジメントを実現するため、計画的

にケアマネジャーの養成に取り組みますということを挙げております。 

 次に、第３部として、介護サービスの見込量についてということで、ここのところが、

まだワークシート作業が、先ほど申し上げました報酬改定であるとかいったところの入

力が、報道発表に基づいてこれからやっていくところでございますので、実際の数値は

入っていないんですが、介護給付費の実績であるとか推計、そして事業の見込量の推移、

それのサービス種類ごとの分析、そういったところをこれから入れていくと。ここら辺

のところは従来の事業計画とほぼ同じような形になってくるはずです。 

 そして地域支援事業についてということで、新しい総合事業、国立市では２７年４月

より新しい総合事業を開始するということ、そして、概略としての事業構成というのを

次に示しております。 

 １枚めくっていただいて、１４ページをごらんください。大きく分けて、訪問型サー

ビスと通所型サービス、そして一般介護予防事業と分類しております。訪問型サービス

については、現行の介護予防訪問介護にかわり、生活援助を中心とした専門職による訪

問サービスを位置づけるということ、そして、その次に生活援助を中心とする訪問サー

ビスで研修を受けた無資格者によるものというものを位置づけていくということ、そし

て、住民ボランティア等による支援、そして、退院直後などを想定した専門職による短

期集中型の訪問サービスを位置づけるということをうたっております。 

 そして、通所型サービスとしては、現行の予防の通所介護にかわり、現行の事業所に

よって提供される通所型サービスと、これは単位の見直し等を行ったものというところ

でございますけれども、それを行っていくということ。そして、住民ボランティア等に

よる支援、高齢者の方が徒歩圏内で通えて、自由に滞在できる通いの場を設定していく

ということです。そしてＡＤＬ、ＩＡＤＬの改善に向けた専門職による短期集中型の通

所サービスというものを想定しております。 

 そして、一般介護予防事業、こちらは従来の介護予防事業に準じた事業になってくる

ということでございます。 

 次に、新総合事業以外の地域支援事業、包括的支援事業、任意事業になってくるんで

すが、こちらの説明のほうも書いております。この中で新しく出てまいりますのは、コ

ーディネーターや協議体の設置にかかわる部分の生活支援体制整備事業であるとか、そ

して、認知症総合支援事業や在宅医療・介護連携推進事業が入ってまいります。任意事

業については、従来の事業とほぼ同じということが示されております。 

 ここまでのところで介護保険事業にかかる給付の見込額ということなんですが、保険

給付と地域支援事業にかかる費用の合計額について、また一覧表にする形でここに盛り

込んでいくということになります。 

 そして、第２章として介護給付等サービス種類ごとの見込量確保のための方策という

ことで、見込んだサービス量に対して、それが確実に提供できるかどうかということに

ついての記述になります。介護給付等対象サービス種類ごとの見込量確保のための方策

ということで、地域密着型サービスについて、引き続き計画的な整備を行っていくとい
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うこと、そして、小規模多機能、認知症対応型グループホームについて、公募による整

備を行っていくということ、細かい何ユニットとか、何カ所公募するかというところは、

ここではまだ触れておりません。 

 そして、この次に書いてある地域密着型通所介護とあるんですが、これは２８年４月

に既に改正されている介護保険法の施行が予定されているんですが、定員数の少ない一

定規模以下の小さな通所介護事業所については、地域密着型サービスとして指定し直す

ことが予定されております。そこの部分なんですけれども、地域密着型サービスという

ことは、国立市民だけが、国立市の被保険者が使うということになってきますので、外

部の市民の方が、現状使っていると思うんですが、そういう方が使えなくなってくる、

逆に、国立市民のためだけの事業所になっていくという形になりますので、計画上の見

込量を超える場合には指定をしない、あるいは、指定について条件をつけるということ

についてコメントしております。 

 そして、適正な利用者負担のあり方という第４部に進みます。第１章として、持続可

能な介護保険制度の実現に向けた施策。これは主に国の制度改正による部分が多いんで

すが、まず、一定以上所得者の利用負担の見直し、これは一定以上の所得のある第１号

被保険者の利用者負担を引き上げると。従来１割負担であったところが２割負担になる

という部分でございます。そして、高額介護サービス費の見直し、こちらも国による制

度改正による部分でございまして、医療保険で言われるところの現役並み所得者がいる

世帯の負担の上限額を４万４,４００円とするということが言われております。これは

現状、３万７,２００円ということなんですけれども、負担する限度額についての引き

上げということでございます。 

 次に、特定入所者介護サービス費、いわゆる負担限度額と言われている施設入所の際

の居住費、あるいは、食費についての保険給付でございますが、これの適用についての

見直しということも制度改正によって、これからこの下に書いてある所得についての勘

案であるとか、実際やり方が変わってくるということが挙げられております。 

 そして、給付適正化の取り組みということで、これは現状でも行われている給付費通

知、どういったサービスをどれだけ使ったかということを被保険者の方に直接、ちょう

どダイレクトメールのような形で通知を行っております。こういった適正化の取り組み

であるとか、あるいは、ケアマネジャーの作成したケアプランについて、内容を確認し

ていくケアプランチェックなどに従来も取り組んでまいりました。そして、これを引き

続き取り組んでいくということを述べております。 

 第２章として、介護保険料についてということで、保険料を今のところは増額が見込

まれているんですが、保険料増の要因として、第１号被保険者の負担の割合が２１％か

ら２２％に変更になるということ、あるいは、１枚めくっていただきまして、１６ペー

ジの一番上に書いてあります、高齢者や認定者の増加に伴い、サービス量が増加するた

めといったような要因があるということを知っていただくために盛り込んでおります。 

 そのほかに制度改正によって、ここに書いてある給付費の５割の公費に加えて、別枠

にて公費を投入し、低所得者の保険料の軽減割合を拡大する施策が実施される予定です

と書いてあるんですが、これは前回等で説明させていただきました、消費税増税分を財

源として当て込んだ、いわゆる非課税の所得層の方、その世帯の方についての保険料を

直接引き下げた場合に、国と都道府県からそれぞれ引き下げた金額の２分の１と４分の

１の金額が交付されるという制度なんですが、それのことを述べている部分でございま

す。この政策については、つい２日前、１月１１日に国から通知が出ておりますので、

それは後ほど説明させていただきます。 
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 保険料の金額につきましては、この素案をつくった段階では、ずばりの金額は出せな

いものですから５,０００円台後半から６,０００円程度の金額が予定されている旨を書

いております。試算のほうがうまく間に合えば、保険料額の基準月額と負担割合につい

ての提示ができるのではないかと考えています。 

 そして、（２）として保険料減額、こちらはいわゆる減免と言われる制度についてで

す。保険料の減額については、現在、収入や預貯金や税等による被扶養の有無、それか

ら、居住用以外の財産の有無などを判断基準として、その適否を決定しております。こ

ちらについては、今後も被保険者の方に、この制度についての周知を行っていきますと

いうことを触れております。 

 以上、雑駁ではございますけれども、第６期の事業計画の素案として、パブリックコ

メントにかけたいと私どものほうで考えている内容につきまして、説明させていただき

ました。よろしくご意見等いただければと思います。ありがとうございました。 

【林会長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、この素案につきまして、何かご意見、ご質問はございますでしょうか。川

田委員。 

【川田（キ）委員】 

 私、勉強不足で、あえてわからないから聞くんですけれども、３ページの介護保険法

の１、２、４条というのが出ているんですが、３条を削除したのは何かあるんでしょう

か。よくわからないので、教えてください。 

【林会長】 

 事務局、お願いします。 

【事務局】 

 ３条は、たしかこういった直接の被保険者の方や自治体についてどういったことを行

うかということではなくて、費用を負担する部分、あるいは、制度ごとについての記述

だったと記憶しておりますので、ここは割愛いたしました。 

【林会長】 

 ほかにいかがでしょうか。はい、山路委員。 

【山路委員】 

 このお話の一つの大きな柱は、地域支援事業をどうしていくのかということだろうと

思いますが、第３部の第１章の４、地域支援事業についてのところの、これは表現の問

題なんですけれども、国立市では平成２７年４月より介護予防・認知症日常生活支援総

合事業を開始しますと、この開始しますというのは結構なんですが、ただ、これだと一

挙に２７年４月からやるかのような印象を与えるので、順次とか、何か入れなくていい

のかどうか。一遍になかなかこの４月からというのは難しいと思うので、表現の問題で、

そこに入れなくていいのかどうか。 

 それから、その次のページの１４ページの訪問型サービスの中で、この話の一つの特

徴、今回の地域支援事業の特徴は、別に専門職じゃなくてもいいというサービスも入れ

ていこうということなんですが、表現としてちょっとひっかかるのは、２番目の無資格

者というのを入れると、いかにも悪いことをしているみたいに聞こえるので、例えばで

すけど、ヘルパーの資格を有さないが、生活援助を中心とする訪問サービスで研修を受

けた者によるものという程度の表現にしたほうがいいのではないかと。細かい話で恐縮

ですけども、そういう無資格者というのはよくないと思います、研修を受けるわけです

から。 
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 それから、（２）の任意事業のところで、その他の事業のところをもう少し具体的に

入れてもらったほうがいいのではないか。せっかく入れているんだからということで、

多分、任意事業、その他事業に入ってると思うんですが、高齢者の虐待防止とか、地域

福祉権利擁護事業の金銭管理などの紹介というか、そういうこともその他事業、任意事

業の中で、多分、成年後見も入ってると思うんですが、それを少しその他とせずに具体

的に入れてもらったほうがわかりやすいと思うので、ご検討ください。 

 以上です。 

【林会長】 

 ありがとうございます。事務局のほうからお願いします。 

【事務局】 

 はい、承知いたしました。 

【林会長】 

 ほかにいかがでしょうか。 

 ないようでしたらば、いかがですか。 

【新田委員】 

 文章いっぱいあるんだけど、これ、素案だから、文章に言い始めたら切りがないので、

どうするんですかと。 

【林会長】 

 これからの進め方ですかね。 

【事務局】 

 あと、今１つ、介護保険法の第３条ですけれども、市町村及び特別区は、この法律の

定めるところにより介護保険を行うものとする。そして市町村及び特別区は、介護保険

に関する収入及び支出について政令で定めるところにより特別会計を設けなければなら

ないという規定でございましたので、介護保険事業の具体的な運営についての理念や基

本原則というところからは、今回、事業計画からは外させていただきました。 

【林会長】 

 はい。 

【新田委員】 

 １１ページの２章で、最初、現状と課題があって、第２章に施策がありますよね。施

策の中の、それこそ文章表現で、１が圏域としまして、これは圏域としたので、しまし

たね。 

 ２が、実施しましただと、実施は過去形でございますから、実施し、継続した協議会

により、例えばさらなる在宅医療を推進しますとか、それであればそれでいいと思いま

す。 

 その次、地域ケア会議を実施しましたということなんだけど、地域ケア会議ってほか

にもあるので、いろいろ書いてあるので、どこかに少しまとめたほうがいいかなと思い

ます。 

 あと、定着しつつあるのは施策じゃないので、今後きちっと位置づけをするとか、ち

ょっとそこら辺のところが施策としては不足しているかなと思いますが。 

【林会長】 

 ありがとうございます。じゃ、ちょっと事務局、よろしいでしょうか。 

【事務局】 

 直します。 
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【林会長】 

 この素案をパブリックコメントに付すということですが、運協でやるのは今日が最後

ですか、パブリックコメントの前で。 

【事務局】 

 すいません、ちょっと私のほうから補足をさせていただきたいと思います。 

 答申を今月中にというふうに実は考えています。ですから、本来であれば運協がパブ

リックコメントをして、出てきた意見をまたまとめて運協のほうにお返しをして、それ

をどうしたらいいかというふうにもんでいただくのが一番いいんですが、どうもそのい

とまがないような気がします。 

 今ちょっと、先ほど事務方からお話があったんですが、これ、整理しなきゃいけない

んですが、答申は答申として運営協議会のほうで今月中に出していただいて、最終的に

計画化をするのは、市のほうで答申に基づいて計画化をしますので、答申をいただいた

後に、市としてこの答申が出ましたと、これからこの答申を尊重して市が計画を立てま

すと、それに当たってのパブリックコメントを広く募って、ここはこうしたほうがいい

という形で、例えば私たちのほうが運営協議会さんで検討した内容にさらに何か大きな

こういう視点があるんじゃないかというものが仮に出てきたら、そのあたりをまた市と

して運営協議会のほうにも報告をさせていただく中で、計画を改めるか改めないかみた

いなところの手順を追っていったらどうなのかなというふうに今ちょっと考えておりま

すので、その方向が現実的なのかなと。 

 今日いただいたご意見、あるいは事務方の集計も今週いっぱいはまだかかってしまう

ということも聞いていますので、そうするともうほんとにパブリックコメントができる

のは実際来週という形になりますので、運協との今後の日程を考えると、今、私が申し

上げたやり方が現実的なのかなと思いますので、そのようにしていったらよろしいのか

なというふうに、今、事務レベルでは考えているところでございます。 

 以上でございます。 

【新田委員】 

 微妙に僕、違うと思うんだよね。こういった審議会で答申したものを事務局がさらに

何かで勝手に変更するというのは、僕はあり得ない話だろうなと、それは市の方針だか

らといって。それは議会等々で検討される、あるいは等々ではいいんだけども、本来の

あり方としたら、僕は微妙にそこは表現が違っていたと思います。行政が計画を最終的

につくるんだけど、それは全てのそういったものが形としてはそうなんですよ。形とし

てそうなんだけども、やっぱり答申案というのは答申案できちっとやっていただく、こ

の何年間、２年間やってきたものに対してきちっとそれを見て、そしてここで承認され

て、最終的にはその中で具体的な政策という話になるわけでございますから、ちょっと

そこの表現が違ってくると思うんだよね。それは違うんだよ。 

【事務局】 

 すいません、反論するわけじゃないんですが、当然、先ほど申し上げましたように、

答申を私たちはもう最大限、尊重させていただくということでございます。ただ、パブ

リックコメントをさせていただいたときにどういうご意見が出てくるかわからない部分

がありますので、その部分はもしかしたらあるかもしれませんというところをご理解い

ただければというニュアンスでございますので。すいません、表現の仕方が適切でなか

った部分があるかもしれませんが、そういう趣旨でございます。 

【林会長】 

 ありがとうございます。今の部長からのご説明は、先ほど最初の説明のときは１月中
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にパブリックコメントを実施して、その結果というか、指摘を答申に反映させて、答申

を１月中に出すという説明だったんですが、それだと運協としては来週も再来週もやる

わけなんですが、パブリックコメントを待ってではとても間に合わないということです

ね。ですから、運協は運協として、今日も来週も再来週もこの検討を加えて答申を行う

という、それとは別ということもないけど、その後パブコメを行ってはどうかという部

長の１つの案があるんではないかというご説明と理解してよろしいでしょうか。はい、

わかりました。 

 それでは、ほかに。どうぞ、川田委員。 

【川田（キ）委員】 

 そうすると、これから市民に説明するんですよね。インターネットでも、地域の説明

会でもやるんだけども、そこから出た意見というのは必ず拾い上げますよね。こんな意

見が出て、出ないかもしれないけど、出るかもしれない。さっきそういう意見だったの

で、それによってはまた変わることもあり得るということですか。 

【事務局】 

 計画レベルで変えるということはほとんどないんだろうというふうに思っています。

ですから、市民の皆さんから出た意見というのは、実際に制度を運用していく中で、私

どもがいろいろな工夫をするとかいうような形、現実的にはそういう形だろうと思って

います。計画本文そのものを大きく変更するということは、まずはないだろうなと思っ

ています。例えば保険料がこれじゃ高過ぎるから低くしてくれと言われたって、それは

難しい問題だろうと思っています。 

【川田（キ）委員】 

 ということは、市民に対しての説明、この前３月までやるんだということでしたよね。 

【事務局】 

 やります。 

【川田（キ）委員】 

 だからその予定をまだ出されていないんですけれども、そういうことはやりながら、

でもその意見は吸収して、聞くだけ聞くんだよというんじゃないですよね、もちろん。

それはちょっとやっぱり市民に対しては申しわけないですよね。 

【事務局】 

 できることは当然、介護保険事業の中にそれは反映をさせていきたいというふうには

思っています。ですから、市民の皆さんは、説明会をやったときに全部が全部、できる、

できないというのは何が出てくるかわからないですけれども、与えられた枠組み、ある

いは制度ごとの中でできることは当然やっていきたいと思っていますし、これからこう

いうふうに変わっていきますということは、きっちり市民の皆様にも説明はしていきた

いです。ただ、例えばちょっとうがった言い方になるかもしれませんけれども、２７年

度制度改正そのものを否定されるような方がいらっしゃって、それをそこに来た方々が、

皆さん全員がこれはおかしいからやめたほうがいいんだとかいうことを言われても、そ

れはやはり実際、実現することは難しい面はあるかもしれないです。そこは私どもの立

場を理解していただかなければいけないだろうなと思っています。ですから、よく丁寧

にご説明をして理解していただくことを我々行政はやっていかなければいけないだろう

と思っています。 

 以上です。 

【林会長】 

 よろしいでしょうか。ほかにございませんか。じゃ、どうぞ。 
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【川田（キ）委員】 

 その計画はこれから出されるわけですか、予定は。 

【事務局】 

 説明会という意味でよろしいですか。 

【川田（キ）委員】 

 はい。例えば立川市は、１月から２月にかけて各地域で市民向けの説明会をやるんで

すね。すごく時間をかけてやるんだけども、国立市は予定表も出されていないので、ど

うなのかなというのは、ちょっと私も前回から言っているんですが。 

【事務局】 

 事業計画策定のときは、相当数、説明会の日程をとっていたんですけれども、実は

５カ所ぐらいで前回、５期のときにやったんですが、来てくださる方がどうしても１人

とか５人とか、全く来ないという会もありましたので、今回は手法を変えて、こちらか

ら出向く、老人会とか要請があれば行くとか、わくわく塾とかいろんなものを使って。

ただ、総体的にもやる予定ではいますので、積極的にこちらから働きかけていこうかな

と思っていますので、既に一、二回、もう予定は入っていますから、できるだけ大勢の

方に聞いていただきたいというのがありまして、なかなか会場設定をしてもゼロだった

ときもありますので、効率よくやりたいというのもありますので、市役所と考えて、そ

ういう説明会の機会は必ず設けますので、今までとは違った手法を、パブコメもそうな

んですけれども、考えて積極的にやっていきたいと思っています。なので、今のところ

日程は、総体的にやるのはこれから示しますので、２月か３月には必ずやる予定ではい

ます。 

【林会長】 

 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。 

【新田委員】 

 あれですよね、いつもこれ、最後のときに言うのもあれなんだけど、この協議会って、

市民の方ももちろん代表で入っていて、市民のご意見も含めてほんとはちゃんとやられ

ている意見ですね。だから、その後パブコメで、行政がやると言うんだけど、協議会の

長がやればいい話であって、単純な話ですよ、この協議会でやられたんだから。だから

そこに誤解があるんですね。行政がやるとなるから、行政責任だって、それはそうでは

ないだろうと。ずっと協議してきたここのメンバーに責任があるわけですから、その上

で、もちろん市民にいわゆるいろんな説明会というのは、やっぱり新しく変わるので、

それは丁寧に答えていくと、これはこういうことですよということですよね。市民の意

見を聞いて政策を変えるとか、そうじゃなくて、それでもちろんその中には貴重な意見

があるから、それはその中に、また次の機会に入れていけばいい話でございますよね。

それはもちろんフレキシブルにやれば、固定した考えじゃなくてというふうに私は思っ

ていますけどね。 

【林会長】 

 ほかにいかがでしょうか。 

 特にないようでしたらば、この議題は終わりまして、その他に行きたいと思います。

事務局より、低所得者の保険料軽減策についての厚生労働省通知、資料№９４を説明し

ていただきます。また、介護報酬の改定について新聞報道がございましたので、こちら

も報告していただきます。では、事務局、お願いします。 

【事務局】 

 それでは、資料№９４、お手元に配らせていただきましたＡ４の資料をごらんくださ
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い。こちらは、一昨日、１月１１日日曜日でございますけれども、その日付で厚生労働

省から発出された事務連絡でございます。タイトルとしては、低所得者の第１号保険料

軽減強化に係る来年度の対応についてということで、その２と書いてあるんですが、そ

の１がまた以前あったんですけども、具体的な保険料軽減幅についての通知でございま

す。以前、こちらの運協の席上にて説明させていただきました非課税世帯の方に対して

の介護保険料を引き下げた場合に、その引き下げた金額の２分の１を国が、４分の１を

都道府県が負担するということでの制度が示されているということで、前回の運協で説

明させていただきました。 

 このときは、全くの消費税の増税分を財源として当て込んでいたため、消費税の

１０％への増税が実施されたとしての制度ということで制度上の数値が示されておりま

して、いわゆる低所得者層の中でも一番低い段階の第１、第２段階につきまして、国の

標準では基準月額、標準的な保険料の０.５倍、つまり半額が算定されているわけなん

ですけれども、この０.５倍を最大０.３倍まで引き下げていいですよと。この下げ幅に

ついて、国のほうで０.５から０.３まで、０.２倍引き下げた場合に半額を国が交付金

として、補助金として出しますよということを言っていたんですが、ここの０.５倍か

らの引き下げ幅が０.４５倍、つまり標準的な保険料額の０.２倍まで面倒を見ると言っ

ていたところが、０.０５倍までしか見られないよということでの通知が発出されたと

いうことでございます。 

 また、当初の制度説明においては、この第１、第２段階より１段階上の、現行で言う

ところの特例第３段階と言われている部分につきまして、０.７５倍を０.５倍、つまり

０.２５倍までの軽減について国庫の負担を出しますよと言っていたところが、これに

ついては実施しないと。そして、現行の標準で言うところの第３段階、うちで言うとこ

ろの第４段階に当たる部分ですが、そこについては０.０５倍まで国庫の対象とします

よと言っていた部分が、それも実施されないということになりまして、一番所得の低い

第１、第２段階を合わせた新第１段階につきまして、０.０５倍のみ国庫負担の対象と

するということの通知でございます。 

 これによりまして、以前１回、保険料の算定をする際に、一番低い段階を０.５倍と

して設定していて、そこから引き下げて０.３倍というふうにした場合にも、現行より

も引き下げになるのではないかといった試算をしていたんですが、あれは全く当てにな

らなくなったというか、実現できなくなったということでございます。現状ですと、下

げ幅について国が補償するということですので、第１、第２段階と言われている、今ま

で従来０.４倍で負担していただいていた所得層の方について、０.０５の軽減、つまり

０.３５倍までは軽減が効くだろうというところでございます。 

 具体的には、これ自体を行っても、もし基準月額が５,８００円だった場合に、こち

らについて０ .０５倍が幾ら程度になるかというと、５ ,８００円の基準月額の

０.０５倍ですので、月額およそ２９０円の軽減ができるよということでございます。

今現在が０.４倍ですので、２,１００円の基準月額の０.４倍で２,０４０円という金額

を負担していただいている、１カ月当たりということなんですけども、これがもし基準

月額５,８００円と算定された場合に、２,０３０円ということで若干の引き下げ、

１０円程度の引き下げになるのではないかという勘定になっております。といった説明

になります。 

 そして、もう１つ、これは資料ナンバーを振っていないんですが、日本経済新聞のホ

ームページからの新聞記事の写しになるんですけれども、こちらは介護報酬について

９年ぶりの引き下げ、２.２７％減額決定という報道でございます。１１日に行われた



 -12- 

閣僚の折衝で、２.２７％の引き下げが正式に決定されたということでございます。た

だし、この内容といたしましては、認知症向け施設の利用料については引き上げ、プラ

ス０.５６％、そして介護職員の賃金についての引き上げ、プラス１.６５％というプラ

スの部分と、そして特養やデイサービスの利用についての報酬の引き下げ、４.４８％、

これらを総合して、合計で２.２７％の引き下げといったところが示されております。

ちょうどこの記事の一番上の右側にある介護職員の給料引き上げというのが一番上に書

いてある、この図のところをごらんください。 

 この引き下げにつきましては、本日、東京都の介護保険課から連絡文書が来まして、

保険料試算に係る数式の訂正であるとか、そういったところが指示書として出てまいり

ましたので、それに従って保険料試算のための計算表を修正して、また算定していくこ

とになります。ただ、現状としては２.２７％総体で減額するということですので、総

体の介護給付費を２ .２７％減という形で大まかな試算をしてみたところでは

５,７００円台になりそうな計算金額になっております。ただ、これはまだ利用負担の

高所得者についての２割負担であるとか、そこまでの反映をさせていませんので、そこ

の反映をさせた後にはもうちょっと下がるかもしれないです。ただ、数式自体の修正と

いうのを行わなければならないので、これはちょっと実際に間違いだと大変なことにな

りますので、１つずつ数式の修正とその検算をしていくことになりますので、本日、具

体的な数字として出すことができず申しわけございません。これもあわせて至急、数値

についての試算をしていこうと思っております。 

 以上でございます。 

【林会長】 

 ありがとうございました。という説明をいただきましたが、何か質問……、はい、新

田委員。 

【新田委員】 

 ぐちゃぐちゃ説明があったんだけど、要は今、国立の第１段階、第２段階で０.５だ

っけ。 

【事務局】 

 ０.４です。 

【新田委員】 

 ４だよね。だから、国立の場合は０.４５だから上がるということだね、０.０５……、

あっ、０.４だから……。 

【事務局】 

 いや、０.４だから、下げていいということになります。この０.５から０.４５は国

の標準でやった場合のモデルケースとしての例示でございます。ですので、各自治体の

弾力化はまた別の……。 

【新田委員】 

 そこが重要なことだよね。 

【事務局】 

 はい、さようでございます。申しわけございません。 

【新田委員】 

 まず基本ですよね、そこが。 

【林会長】 

 はい、伊藤委員。 
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【伊藤委員】 

 低所得者に対する軽減というのは非常にもっともだと思うんですけども、今、国立は

１３段階だと２.５倍ですか。 

【事務局】 

 はい。 

【伊藤委員】 

 という、高所得者からより負担していただくというのはありかなとは思うんですけど

も、介護保険法を読むと、国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費

用を公平に負担するものとするという話だと、整合性が、２.５倍という数字とちょっ

となかなか整合がとれているのかなと、理解いただいているのかなという心配は片方で

はあるんですけども、いかがでしょうか。 

【林会長】 

 事務局、お願いします。 

【事務局】 

 介護保険法に書いてある介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとするとあ

るのですが、何をもって公平とするかというところは、なかなか２.５で公平なのか、

２.０が公平なのか、あるいは２.７が公平なのかというところが、ちょっと個人的には

なかなかわからないのかなと。今まで介護保険制度発足以来、国立市では２.５倍とい

うのは実は他市と比べても高い水準で、一番上の段階の設定を行っているわけですけど

も、そこまで、そういった数字が形成されるまでの議論が今まで積み重なってきての

２.５倍というレベルだと思いますので、ここのところをいじっても、実際には、人数

としては２％ちょっとの方ですので、基準月額を大きく引き下げるというところまでは

至らないところもございまして、現状、担当としてここを変えるというところはまだ想

定していないところでございます。 

【林会長】 

 はい、新田委員。 

【新田委員】 

 今、全く答えになっていないよね。いわゆる平等かどうか。 

 これ、思い出しました。とてもいい質問だと思いますけども、応益と応能という話だ

と思うんですね、応益性と応能性。だから２.幾つが問題とか云々ではなくて、所得の

高い人が応能というのをどう考えるかですよね。だから、平等をどう考えるかというの

は、２.何倍で考えるというのか、そんなのおかしいよね、全て平等にしなきゃいけな

いので。という発想よりは、高所得の方は、やっぱりそれだけのものを負担していただ

くことが平等であろうと。逆に言うと、応能というのは、要は……。 

【山路委員】 

 介護保険料の特徴は、医療保険の場合と比較するとわかりやすいと思うんですが、医

療保険は基本的に所得に対する料率で掛けているわけですね。介護保険は定額の額で決

めているわけだから、事実上、所得の高い人は、医療保険料は今、８.何％ぐらい取ら

れているんですが、勤め人の人たちは給料に対して。そうすると当然、額としては高く

なるわけですよね。もともとの母数の所得が高いわけですから。 

 それと同じ考え方で、額として高くするためには何倍というふうにせざるを得ないと

いうことからすると、それはそれで何倍というふうになるのはしようがないんだけども、

ただ言われたように、２.５倍が公平なのかどうかという問題はあるにしても、社会保

障というのは連帯の精神、つまり言葉を変えて言うと所得の高い人から所得の低い人へ
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の所得の再分配、再配分という機能を持っているわけですから、それはやっぱり、所得

の高い人がより高く額として負担すると。医療保険の場合は率という形で高い額を負担

しているわけだから、そういう意味ではしようがないというふうに割り切ると。 

 繰り返しになるけど、２.５倍が妥当かどうか。それからもう１つは、中間層の負担

が日本の社会は非常に高いというのが問題だと思うので、中間層がもう少し負担感を、

低所得者層も大事なんだけども、やっぱり今の社会を支えている中間層の人たちがもう

少し報われるような形にすべきだと思うんです。所得の高い人はしようがないと思って

いるんですが。 

【林会長】 

 はい、事務局、お願いします。 

【事務局】 

 今日、具体的な保険料等をお示しできればよかったんですけども、事務的な部分、あ

るいは国の通知の関係が反映できていないということでございますので、来週、国の低

所得者対策、これを例えば反映させて、なおかつ介護報酬の会計の部分を反映させたと

きに、現行でいったらこれぐらいになりますとか、そういうものをお示しさせていただ

く中で、総合的に皆様方のほうで、ここはもうちょっと、例えば０.１上げたら基準月

額はどうなるんだということを、実際、こちらのほうにパソコンを持ち込んで、そうい

う作業をさせていただきたいと思いますので、それを見る中で、皆様方のそれぞれの

個々においてのご見識でさまざまな議論をしていただければよろしいのかなと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

【林会長】 

 ありがとうございます。来週、パソコンを持ち込んでやるんですか。いろいろシミュ

レーションができるということですか。 

【事務局】 

 はい。 

【林会長】 

 そうですか。では、やはり何か、国立市の介護保険に関しては、どこかで決まってい

るわけではなくて、応益のいろいろなことを考えながら、運協で議論するほかないとと

思いますので、ただ、そのとき、やはり理念だけではなく数字を見ながら議論する必要

があると思いますので、次回はそういうシミュレーションをしながらということですの

で、そこで形に、意見を出し合っていただきたいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。それでは、その他の議題は、今日は以上ですね。 

 では、はい、事務局。 

【事務局】 

 来週、また１月２０日、よろしくお願いします。一応、原稿等をいただいていますの

で、事業計画書も粗々ですけれども、形にして、来週、お示ししないと間に合わないと

いうこともありますので、保険料のことと、来週、事業計画の答申のことでお話し合い

をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【林会長】 

 それでは、今日の運協はこれで終わりたいと思います。どうもお疲れさまでした。 

 

－終了－（２０：０５） 

 


